【改正民事執行法〇×クイズ第３回（子の引渡し）解答】

Q１　×
間接強制を実施することなく直接的な強制執行を選択することができるのは，間接強制を実施しても債務者が子の監護を解く見込みがあるとは認められないときや子の急迫の危険を防止するために必要なときなどに限られる（改正法１７４条２項）。

Q２　×
審尋をすることにより強制執行の目的を達することができない事情があるときは，例外的に債務者を審尋しないで決定をすることができる（改正法１７４条３項ただし書）。

Q３　〇
改正法１７５条，６条参照。

Q４　×
いわゆる子と債務者の同時存在の原則は不要とされた。ただし，代わりに原則として債権者本人の出頭が必要となる。改正法１７５条５項。

